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墨田区条例第８号 



   墨田区コミュニティ会館条例の一部を改正する条例 

 墨田区コミュニティ会館条例（平成６年墨田区条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項中「（墨田区横川コミュニティ会館に限る。以下同じ。）」を削る。 

 第２０条を削り、第２１条を第２０条とする。 

   付 則  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等

は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区コミュニティ会館条例の規

定の例により行うことができる。 


